
▎社会人選抜　※社会人入学者奨学制度対象

① 出願資格

② 出願書類・選考方法
出願書類 選考方法

入学志願票 志望理由書 履歴書 調査書※1※2 健康診断書※3 住民票※4 志望理由書 面　接

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

③ 面接時間割

④ 入学検定料：28,000円

令和6年4月1日現在において、社会人経験を２年以上有すること。

※特典：本選抜制度で合格した者のなかから、選考により奨学金を支給します。

※1　本人開封無効。
※2　 調査書の発行を受けられない場合は、卒業証明書を提出すること。
※3　 検査項目は、既往症、胸部レントゲン、身体障害、心臓疾患、精神疾患の有無、測定（視力・色覚・聴力）の記載のあるもので、3ヵ月以内に

受診したものに限る。
※4　社会人入学者奨学制度第一種出願者のみ必要。

時間割 会　場（どちらか選択）

10：00集合 10：15～面接 本学（短大）
オンライン

長期履修学生制度
本学では、社会人の学び直しの観点から広く門戸を開放し、長期履修学生制度を設けて多様な学びのニーズに応えてい
ます。
長期履修学生制度は個人の事情に応じて柔軟な履修計画をたて、通常の修業年限（2年）を超えて履修を行い、所定の単
位修得の要件を満たすことにより卒業・学位取得を可能にする制度です。
また、修業年限を延ばすことで、1 年当たりの納付金を減額し、負担を減らすことで、時間的・経済的制約のある方でも学
ぶ機会を得ることができます。

【長期履修学生制度のポイント】
①  修業年限は3年コース・4年コースとし、自由に履修計画を立てられます。
（事情により最長6年まで可、期間の短縮も一定の条件のもとに可）
② 2年分の学費を在学期間に分割することで、1年あたりの負担を減らせます。
③ 修業年限の変更も可能です。
注1  本制度は「社会人選抜」受験者を対象とします。詳しくは、本学入学係にお問い合わせください。
注2  本制度は「社会人入学者奨学制度」の対象とはなりません。
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社 会 人 選 抜　11 月 試 験 令和5年11月  1日㈬～
　　　  11月10日㈮消印有効 令和5年11月18日㈯ 令和5年12月  1日㈮ 令和5年12月  4日㈪～

　　　  12月  8日㈮消印有効
対面（短大）
オンライン

社 会 人 選 抜　　2 月 試 験 令和6年  1月15日㈪～
　　　    2月  2日㈮消印有効 令和6年  2月  8日㈭ 令和6年  2月15日㈭ 令和6年  2月16日㈮～

　　　    2月22日㈭消印有効
対面（短大）
オンライン

社 会 人 選 抜　　3 月 試 験 令和6年  3月  4日㈪～
　　　    3月20日㈬消印有効 令和6年  3月24日㈰ 令和6年  3月26日㈫ 令和6年  3月27日㈬～

　　　    3月29日㈮消印有効
対面（短大）
オンライン

選抜方式 出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期間 選考会場（選択）


